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資料１

原子力発電対策特別委員会としての提言項目（案）について

１．事態の収束及び情報公開について

（１）一刻も早い事態の収束について

（２）原子力災害に関する情報の提供について

２．被害の復旧、復興について

（１）家屋、土壌、学校校庭等の除染の実施について

（２）放射性物質を含む廃棄物処理に係る体制の整備及び除染に関する財政措置等に

ついて

（３）除染までの間の被ばく低減対策と住民の健康管理について

（４）避難住民等に対する二重ローン支援や就労支援等について

（５）農林水産業、商工業、観光関連産業の早急な復旧・復興に向けた基盤施設の復

旧などの支援措置について

（６）地域外移転自治体の行政機能の復旧について

３．原子力施設の安全対策について

（１）福島第一原子力発電所事故の徹底した調査・分析及び検証について

（２）安全・耐震設計審査指針の抜本的な見直しについて

（３）原子力安全規制体制の見直しについて

（４）いわゆる「ストレステスト」に関する国からの明確な説明について

４．原子力防災体制の強化について

（１）原子力防災指針の見直しについて

① 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲の見直しについて

② 防災対策を重点的に充実すべき地域の見直しに係る具体的な内容の明確化につい

て

③ 避難等の防護対策について

・道県の行政区域を超えた広域避難や行政機能移転等の課題への対応について

・避難道路等の早急な整備・維持について

・モニタリング体制の充実について
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・「計画的避難区域」等の長期の低線量被ばくによる防護対策の基準について

④ 非立地県への情報提供体制の整備を含めた原子力災害時の広報・情報伝達につい

て

⑤ 緊急時モニタリングや緊急時被ばく医療等の原子力防災対策に必要な資機材等の

整備・備蓄について

⑥ 災害対応施設（オフサイトセンターや官公庁等）の機能強化等について

⑦ 複合災害時の避難・輸送経路の確保について

⑧ 地域防災計画の見直しへの国の協力・支援について

⑨ 食品、汚染された土壌、汚泥等に関する安全基準について

（２）防災基本計画の見直しへの原子力災害時の国、地方公共団体、関係機関の役割

分担の明示について

５．損害賠償について

（１）原子力災害に対する損害賠償の確実な実施について

（２）損害の範囲等の拡大について

（３）観光業等の風評被害に対する十分な賠償について

（４）賠償請求などの負担軽減のための被害者支援対策の実施について

６．風評被害防止対策の強化について

（１）食品中の放射性物質に関する規制値の整備について

（２）地方自治体等が実施する農林水産物等の放射性物質検査に要する経費について

（３）牛の全頭検査の実施体制の早急な確立について

（４）牛肉、米、麦類以外の食品等に係る放射性物質スクリーニング検査法を早期に

定めることについて

（５）放射性物質の検査数値等の継続的な国内外への情報発信について

（６）諸外国の輸入規制措置の廃止・緩和への対策強化について


